
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安城市立安城中部小学校  

 

 

 

 

 

いじめ防止基本方針  

 



安城中部小学校「いじめ防止基本方針」 

 

１ いじめの定義といじめに対する基本的な考え方 

 (1) いじめの定義 

   児童に対して、同じ学校に在籍しているなど一定の人的関係にある他の児童が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。 

(2) いじめに対する基本的な考え方 

   いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、また、

どの児童も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃からささい

な兆候を見逃さないように努めるとともに、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校

全体で組織的に指導に当たっていく。 

何より学校は、児童が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる

場でなくてはならない。児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認

め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づく

りに取り組んでいく。また、児童がさまざまな体験等を通して人間的に成長できる取組の充実を

図っていく。 

 

２ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

 (1) いじめ・不登校対策委員会 

   校長、教頭、教務主任、校務主任、生徒指導主任、保健主事、学年主任、特別支援学級主

任、養護教諭、スクールカウンセラー、つながりディレクター兼スクールソーシャルワーカ

ーからなる「いじめ・不登校対策委員会」を２か月に１回程度必要に応じて開催し、いじめ

のささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、情報交

換や対策について検討する。全教職員で共通理解を図る内容については職員会議等を活用す

る。 

(2) ふれあい会議 

   協議題に応じて、ＰＴＡ役員、児童・民生委員、安城警察署の参加を要請し、児童との話  

し合いの場を設定する。児童に関わる複雑で多様な今日的課題に対して、情報交換や協議を  

通して問題の実態把握やその解決方法を見出す。家庭・地域に広報啓発をするとともに、い

じめの未然防止に努める。 

 

３ いじめ未然防止の取組〈別表１「年間指導計画」〉 

 (1) 学級経営の充実 



  ア 児童とふれあう時間を確保し、その中で児童の心の動きを捉え、小さな変化も見逃さな

いようにする。  

  イ 規範意識を育む、毅然とした指導のもと、共感的な温かい人間関係づくりに努める。 

  ウ 安心できる先生、安心できる友達、安心できる教室環境、分かる授業、やりがいのある

係・当番活動など、一人一人の居場所づくりに努める。 

  エ 児童の主体性を尊重し、一人一人の自分らしさが輝く場面づくりに努める。 

(2) 道徳教育の充実 

   あらゆる場面を活用して道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心、自他の命を

大切にする心を育てる。 

(3) ペア活動の実施 

   児童会活動での異学年交流は、お世話をすることで感謝されたり、大人から褒められたり

する経験の場とする。年長者にとっては自己有用感を獲得し、年少者にとっては年長者への

あこがれを抱く機会となるよう支援する。 

(4) インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策 

   全校児童のインターネットやソーシャルメディアの使用状況調査を適宜行い、現状把握に

努めるとともに、問題があれば迅速に対応する。また、情報モラル教育の充実にも努める。 

(5) 学校相互間の連携協力体制の整備 

   中学校や幼稚園・保育園・こども園との情報交換や交流活動を積極的に進める。 

 

４ いじめ早期発見の取組 

 (1) 保護者や地域、関係機関との連携 

   教師と児童との温かい人間関係づくりはもとより、保護者との信頼関係づくりに努め、い

じめ等について相談しやすい環境を整える。保護者からの相談には、家庭訪問や面談により、

迅速かつ誠実な対応に努める。 

(2) 相談体制の整備 

  ア 学期ごとにふれあいアンケート調査を実施し、結果をもとに学級担任による教育相談を

行い、問題があれば迅速に対応する。 

  イ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。 

ウ 必要に応じて、養護教諭やスクールカウンセラー、安城市教育センターの臨床心理士と   

の相談ができるように連絡・調整を図る。 

 

(3) ノート・日記指導 

   休み時間の児童の様子に目を配ったり、連絡帳や日記等から、交友関係や悩みを把握した

りする。 



 

５ いじめに対する措置 

 ア いじめに関する相談を受けた場合、速やかに運営機構上の上司に報告し、指導を仰ぐ。 

 イ 事実の有無を確認し、いじめのおそれがあると判断された場合には、いじめ・不登校対策  

委員会を開き、組織的に対応する。 

ウ いじめを受けた児童を守り通すという姿勢で対応する。 

エ いじめを行った児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。 

オ いじめの再発防止に向けて、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行っ

た児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 

カ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない

集団づくりを行う。 

キ ネット上のいじめについては、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して対応す

る。 

ク 児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるなど、深刻ない

じめ、また、犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、安城市教育委員会及び安城警

察署等と連携して対処する。 

学校が事実に関する調査を実施する場合は、いじめ・不登校対策委員会を開催し、事案に

よっては適切な専門家を加えるなどして対応する。調査結果については、被害児童、保護者

に対して適切に情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別表１＞「いじめ対策年間指導計画」 

 いじめ・不登校対策委員会 未然防止の取組 早期発見の取組 保護者・地域との連携 

４ 

月 

○「学校いじめ基本方針」

の内容の確認 

○学級開き・学年開き 

○保健指導 

（心と体の成長） 

○ＳＣ等による相談の児

童及び保護者への周知 

○いじめ相談窓口の児童

及び保護者への周知 

○身体測定 

○ＰＴＡ総会 

○授業参観 

○引き渡し訓練 

○家庭訪問 

５ 

月 

○いじめ・不登校対策委員

会全体会 

○「いじめアンケート」の

検証 

○「１年生を迎える会」 

 （全校） 

 

○「いじめアンケート」 

○教育相談期間 

○ＨＰに「基本方針」の公

開 

○ふれあい会議 

６ 

月 

○「いじめアンケート」「Ｑ

Ｕ」「生活評価アンケー

ト」の検証 

○「心ぽかぽか 朝すっき

り 歯ぴかぴか週間」 

 

○教育相談期間 

○「ＱＵ」 

○児童への「生活評価ア

ンケート」 

○授業参観 

○青少年健全育成会 

７ 

月 

○「いじめアンケート」「Ｑ

Ｕ」「生活評価アンケー

ト」の検証 

○いじめ・不登校対策委員

会全体会 

○「５年自然教室」 ○教育相談期間 ○個人懇談会 

８ 

月 

○「いじめアンケート」「Ｑ

Ｕ」「生活評価アンケー

ト」の検証 

   

９

月 

○「いじめアンケート」の

検証 

○いじめ・不登校対策委員

会全体会 

○「６年修学旅行」 ○身体測定  

10 

月 

○「いじめアンケート」の

検証 

○「心ぽかぽか 朝すっき

り 歯ぴかぴか週間」 

○スポーツフェスティバ   

 ル 

○遠足・社会見学 

○「いじめアンケート」 

○教育相談期間 

○スポーツフェスティバ    

 ル参観 

 

11 

月 

○「いじめアンケート」「Ｑ

Ｕ」「生活評価アンケー

ト」の検証 

○いじめ・不登校対策委員

会全体会 

 ○教育相談期間 

○「ＱＵ」 

○児童への「生活評価ア

ンケート」 

○授業参観 

○ふれあい会議 

○保護者へ「の学校評価ア

ンケート」 

12 

月 

○「いじめアンケート」「Ｑ

Ｕ」「生活評価アンケー

ト」の検証 

○人権週間「校長講話」 ○教育相談期間 ○個人懇談会 

１ 

月 

○「いじめアンケート」の

検証 

○いじめ・不登校対策委員

会全体会 

○「学習発表会」（全校） 

 

○身体測定 

○「いじめアンケート」 

○教育相談期間 

○授業参観（学習発表会） 

 

２ 

月 

○「いじめアンケート」の

検証 

 

 ○教育相談期間 ○感謝の会 

○青少年健全育成会 

○青少年健全育成会で 

 関係者評価の実施 

３ 

月 

 

○「いじめアンケート」の

検証 

○学校関係者評価の結果

○「卒業生を送る会」 

(全校)  

  



 

 

 

検証 

○「学校いじめ基本方針」

の見直し 

通

年 

○いじめ・不登校対策委員

会 

○校内のいじめに関する

情報の収集 

○対応策の検討 

○全校朝会での校長講話 

○学年集会での主任講話 

○ペア学級とのペア活動 

○団で遊ぼうタイムの実

施 

○道徳教育、体験活動 

分かる授業、児童会活動

の充実 

○健康観察の実施 

○ＳＣによる相談 

○連絡帳・日記 

○リサイクル活動の実施 

 


